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１ 地区の現状１ 地区の現状
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■航空写真

若葉台一団地の住宅施設の区域
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■現況写真

若葉台一団地の住宅施設の区域
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■現況写真

若葉台一団地の住宅施設の区域
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幹線道路
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自転車・歩行者専用道路
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公 園



■現況写真

若葉台一団地の住宅施設の区域
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■現況写真

若葉台一団地の住宅施設の区域

9

１

２

３

１

小学校

２

中学校

３
幼稚園



２ 現在の都市計画２ 現在の都市計画
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■現在の都市計画（一団地の住宅施設）

若葉台一団地の住宅施設の区域
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名称 若葉台一団地の住宅施設

面積 約89.6ha



■一団地の住宅施設とは 12

一団地における５０戸以上の集団住宅及びこれらに
附帯する通路その他の施設

【都市計画法 第１１条第１項第８号】
【都市計画法施行令 第６条第１項第７号】

都市計画に、名称、位置、区域、面積、建築物の
建蔽率・容積率、住宅の予定戸数、公共施設・公
益的施設・住宅の配置の方針等を定める。

良好な居住環境を有する住宅及びその居住者の生
活の利便の増進のため、必要な施設を一団の土地に
集団的に建設することにより、都市における適切な居
住機能の確保及び都市機能の増進を図ることを目的
とするもの

【第１０版 都市計画運用指針】



■若葉台一団地の住宅施設の概要 13

都市計画決定及び変更の経緯

昭和47年３月 都市計画決定（当 初 決 定）

昭和50年３月 都市計画変更（第１回変更）
【公益的施設の配置の変更等】

昭和59年12月 都市計画変更（第２回変更）
【住宅計画戸数の変更等】

平成９年11月 都市計画変更（第３回変更）
【老人福祉施設の配置の変更等】

平成22年７月 都市計画変更（第４回変更）
【地区内の小・中学校５校再編に伴う、

学校及び教育文化施設の配置の変更等】



■若葉台一団地の住宅施設の概要 14

名 称 若葉台一団地の住宅施設

位 置
旭区上川井町、若葉台一丁目、若葉台
二丁目、若葉台三丁目及び若葉台四丁目
並びに緑区霧が丘六丁目及び三保町地内

面 積 約 89.6 ha

住宅の
予定戸数

高層 約 6,350 戸

中層 約 200 戸

低層 －

計 約 6,550 戸



■若葉台一団地の住宅施設の概要

敷地面積 戸 数 高 層 容積率 建蔽率
中 層

Ａ街区 約 8.3ha 約1,300戸
約 1,300 戸

180％以下 19％以下―

Ｂ街区 約12.7ha 約1,820戸
約 1,700 戸

170％以下 21％以下約 120 戸

Ｃ街区 約 8.1ha 約1,250戸
約 1,210 戸

200％以下 52％以下約 40 戸

Ｄ街区 約12.9ha 約2,180戸
約 2,140 戸

200％以下 26％以下約 40 戸
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≪街区別計画表≫

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

若葉台一団地の住宅施設の区域



凡 例

学 校

教育文化施設

幼稚園及び保育所（４か所）

総合病院

老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・有料老人ホーム

センター地区

■現在の都市計画（若葉台一団地の住宅施設）の概要 16

≪公益的施設の配置≫
小学校

中学校

中学校・
高等学校

特別支援学校

若葉台一団地の住宅施設の区域



■現在の都市計画（若葉台一団地の住宅施設）の概要

凡 例

道 路

自転車・歩行者専用道路

公 園

緑 地

バスプール

消防出張所及び巡査派出所

≪公共施設の配置≫
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若葉台一団地の住宅施設の区域



３ 横浜若葉台みらいづくりプラン３ 横浜若葉台みらいづくりプラン
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■策定の経緯 19

平成28年２月
若葉台を将来にわたって様々な世代に選ばれ

続けるまちとして持続させること等を目的に、
地域活動団体、学識経験者及び行政で構成する
マスタープラン策定委員会において、まちづくり
の検討を開始

平成28年２月
若葉台を将来にわたって様々な世代に選ばれ

続けるまちとして持続させること等を目的に、
地域活動団体、学識経験者及び行政で構成する
マスタープラン策定委員会において、まちづくり
の検討を開始

平成29年３月平成29年３月

横浜若葉台みらいづくりプラン策定



■横浜若葉台みらいづくりプランの概要 20

≪まちづくりの目標≫≪まちづくりの目標≫

大規模集合住宅地として
「選ばれるまち」

30年後のまちの将来像を見据え
目標や方針の実現を図るもの



■横浜若葉台みらいづくりプランの概要 21

≪まちづくりの基本方針≫

① 中心街をエンジンとしてまちの活性化と再編を推進① 中心街をエンジンとしてまちの活性化と再編を推進

② 多様な主体により「地域包括子育て」を実現② 多様な主体により「地域包括子育て」を実現

③ 包括的な「安全・安心・健康まちづくり」を実現③ 包括的な「安全・安心・健康まちづくり」を実現

④ 住環境と公共空間のリノベーション（カスタマイズ）を展開④ 住環境と公共空間のリノベーション（カスタマイズ）を展開

⑤ 豊かな「若葉台ブランド・ライフスタイル」を構築し、発信⑤ 豊かな「若葉台ブランド・ライフスタイル」を構築し、発信

⑥ 総合的なエリアマネジメントを発展的展開⑥ 総合的なエリアマネジメントを発展的展開

まちづくりの目標を実現するための６つの基本方針



≪将来的な土地利用計画案≫

■横浜若葉台みらいづくりプランの概要 22

診療所
⇒ －

小規模店舗
⇒生活利便施設 ⇒商業・サービス・医療

・事務所ほか多様な
利便施設の集積

診療所
⇒生活利便施設

小規模店舗
⇒生活利便施設

幼稚園・保育所
⇒子育て系・高齢者系

・生活利便施設

住宅
⇒住宅系・

関連サービス系

宅地
⇒公共・

公益的施設

住宅
⇒生活利便

施設

教育文化施設
⇒教育文化施設

・福祉施設

住宅
⇒医療系・福祉系・

住宅系・生活利便施設

現在の土地利用

⇒新たな土地利用

＜凡例＞



■横浜若葉台みらいづくりプラン

若葉台一団地の住宅施設の区域

① 未利用地の街区① 未利用地の街区

② 住棟１階の診療所区画② 住棟１階の診療所区画

③ 小規模店舗跡地の区画③ 小規模店舗跡地の区画

④ 既存施設の街区④ 既存施設の街区

⑤ 団地外周道路沿いの街区⑤ 団地外周道路沿いの街区

≪土地利用の見直しをする主な街区等≫
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■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

住 宅

① 未利用地の街区

3-5街区

24

今後許容する主な用途

・住宅
・病院
・福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）

・学校等 ・幼稚園、保育所等



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

住 宅

① 未利用地の街区

2-8街区
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今後許容する主な用途

・住宅
・病院
・福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）

・診療所



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

住 宅

① 未利用地の街区

4-3-5街区
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今後許容する主な用途

・住宅
・福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）

・集会所等



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

幼稚園、保育所

① 未利用地の街区

4-2-１街区
（とちのき広場）
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今後許容する主な用途

・幼稚園、保育所
・福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）

・学童保育施設等



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

診療所

② 住棟１階の診療所区画

4-12棟１階 2-22棟１階

1-3棟１階
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今後許容する主な用途

・診療所
・福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）

・学童保育施設等（学習塾等）



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

小規模店舗

③ 小規模店舗跡地の区画

店舗跡地

29

今後許容する主な用途

・店舗、飲食店等
・福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

教育文化施設

④ 既存施設の街区

旧西中学校跡地
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今後許容する主な用途

・教育文化施設
・福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

住 宅

④ 既存施設の街区

(既存)
介護付有料
老人ホーム
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今後許容する主な用途

・住宅
・福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）

・診療所



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

有料老人ホーム

④ 既存施設の街区

(既存)
有料老人ホーム
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今後許容する主な用途

・福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）

・診療所



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

現在の土地利用（立地できる用途）

購買施設、管理事務所 等

④ 既存施設の街区

センター地区
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今後許容する主な用途

店舗、飲食店、事務所、幼稚園、
保育所、診療所、学童保育施設、
福祉施設(老人ホーム、デイサービス等）

等



■新たな土地利用の考え方≪土地利用の見直しをする主な街区≫

若葉台一団地の住宅施設の区域

⑤ 団地外周道路沿いの街区

2-7-1街区

4-13街区

4-10街区

4-12街区

4-16-1街区※
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現在の土地利用（立地できる用途）

住 宅
※4-16-1街区は

小規模店舗の立地可

今後許容する主な用途

・住宅
・店舗、飲食店等



４ 都市計画変更素案の概要４ 都市計画変更素案の概要
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４ 都市計画変更素案の概要 36

横浜若葉台みらいづくりプラン

≪まちづくりの目標≫≪まちづくりの目標≫

≪まちづくりの基本方針≫≪まちづくりの基本方針≫

≪将来的な土地利用計画案≫
新たな土地利用の考え方

≪将来的な土地利用計画案≫
新たな土地利用の考え方

都市計画変更素案を作成

対 応



■公益的施設の配置の方針の変更 37

旧（変更前） 新（変更後）

学校は、小学校１校（約2.0ha）、中
学校１校（約2.8ha）、中学校・高等学
校１校（約1.8ha）及び特別支援学校１
校（約1.9ha）を設ける。

学校（幼稚園を除く。）、図書館その
他これらに類するものを計画図に示
す位置に配置するとともに、Ｃ’街区
及びＤ’街区に適宜配置する。

凡 例

学校等

Ｃ’街区

Ｄ’街区

凡 例

学 校

学校等

小学校

中学校

中学校・
高等学校

特別支援
学校



■公益的施設の配置の方針の変更 38

旧（変更前） 新（変更後）

幼稚園及び保育所を住区内に４か
所（約0.98ha）配置する。

幼稚園、保育所等を計画図に示す
位置に配置するとともに、センター地
区、Ｃ’街区、Ｄ’街区及びＥ街区に適
宜配置する。

凡 例

幼稚園等 Ｃ’街区

センター地区 Ｄ’街区

Ｅ 街区

凡 例

幼稚園及び保育所

幼稚園等



■公益的施設の配置の方針の変更 39

旧（変更前） 新（変更後）

医療施設として総合病院１か所（約
0.7ha）を設け、診療所４か所を住棟内
に配置する。

病院を計画図に示す位置に配置す
るとともに、病院及び診療所をセンタ
ー地区、Ａ’街区、Ｂ’街区、Ｃ’街区及
びＤ’街区に適宜配置する。

凡 例 Ｂ’街区

医療施設 Ｃ’街区

センター地区 Ｄ’街区

Ａ’街区

凡 例

総合病院

医療施設



■公益的施設の配置の方針の変更 40

旧（変更前） 新（変更後）

老人福祉施設として老人デイサービ
スセンター（約0.17ha）を設ける。有料
老人ホーム（約0.22ha）を設ける。

老人ホーム、福祉ホーム、老人福
祉センター、児童厚生施設その他こ
れらに類するものを計画図に示す位
置に配置するとともに、センター地区、
Ａ’街区、Ｂ’街区、Ｃ’街区、Ｄ’街区
及びＥ街区に適宜配置する。

凡 例

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・
有料老人ホーム

凡 例 Ｂ’街区

福祉施設 Ｃ’街区

センター地区 Ｄ’街区

Ａ’街区 Ｅ 街区

福祉施設

有料老人ホーム

老人ﾃﾞｲｻ ﾋー゙ｽ
ｾﾝﾀー



■公益的施設の配置の方針の変更 41

旧（変更前） 新（変更後）

小規模店舗２か所をセンター地区
から遠距離地点に配置する。

店舗、飲食店その他これらに類す
るものをセンター地区、Ａ’街区、Ｂ”
街区及びＤ”街区に適宜配置する。

凡 例 Ｂ”街区

センター地区 Ｄ”街区

Ａ’街区

凡 例

センター地区

店舗等



■公益的施設の配置の方針の変更 42

旧（変更前） 新（変更後）

（方針なし）
学童保育施設、学習塾等をセンタ

ー地区、Ａ’街区、Ｂ’街区、Ｄ’街区及
びＥ街区に適宜配置する。

凡 例 Ｂ’街区

センター地区 Ｄ’街区

Ａ’街区 Ｅ 街区

学童保育施設等



現状の

高層・中層の配置計画

計画図に図示し明確化

凡 例

中層住棟エリア

■所要の改正等１ 43

新

※中層住棟エリア以外は
高層住棟エリア

階数の定義の明文化

高層 ６～14階

中層 ４・５階

計画図に図示し明確化

階数の定義の明文化

高層住宅と中層住宅の
計画的な配置による

良好な住環境の住宅団地

引き続き
今後も維持



平成29年３月 下水処理場の名称変更
（横浜国際港都建設計画下水道の変更（平成29年３月３日告示））
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旧（変更前） 新（変更後）

配
置
の
方
針

公
共
施
設

その他の
公共施設

排水方式は分流式とし、
雨水は帷子川に放流し、
汚水は都筑下水処理場
にて処理する。

排水方式は分流式とし、
雨水は帷子川に放流し、
汚水は都筑水再生セン
ターにて処理する。

施設名称変更

（改正前） （改正後）

都筑下水処理場 都筑水再生センター
（改正前） （改正後）

都筑下水処理場 都筑水再生センター
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旧（変更前） 新（変更後）

計画書

「区域、建築物の建築面積の
敷地面積に対する割合の限度、
建築物の延べ面積の敷地面積
に対する割合の限度並びに公
共施設、公益的施設及び住宅
の配置の方針は計画図表示の
とおり」

「区域、建築物の建蔽率の限
度、建築物の容積率の限度並
びに公共施設、公益的施設及
び住宅の配置の方針は計画図
表示のとおり」

用語の整理

（改正前） （改正後）

建築面積の敷地面積に対する割合 建蔽率

延べ面積の敷地面積に対する割合 容積率

（改正後）

建蔽率

容積率
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公述申出受付
(２週間)

意⾒書受付
(２週間)
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期 間
令和元年６月25日(火)～令和元年７月９日(火)
（土・日を除く 午前８時45分～午後５時15分）

場 所 建築局都市計画課

◆旭区役所区政推進課及び緑区役所区政推進課で「都市計画市素案の
写し」が閲覧できます。
受付時間：午前８時45分～午後５時

◆横浜市ホームページに「都市計画市素案の概要」を掲載します。

＜都市計画市素案の縦覧＞
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日 時 令和元年７月31日(水) 午後７時開始

場 所
若葉台スポーツ・文化クラブ（旧若葉台西中学校）
体育館

◆公述人は10名程度。申出多数の場合は抽選。
(詳細は後日、直接連絡します。)

◆公聴会の開催の有無は、
７月11日(木)以降に、横浜市ホームページ等でご確認ください。

＜都市計画公聴会＞※公述申出があった場合のみ開催
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申出期間
※期間必着

令和元年６月25日(火)～令和元年７月９日(火)
土・日を除く午前８時45分～午後５時15分

場 所

①電子申請
横浜市ホームページから申請手続
※システムメンテナンス(不定期)中は、利用できません。

②書面(郵送又は持参)
公述申出書(様式)を記入の上、都市計画課へ提出

◆申出期間最終日
７月９日(火) 午後５時15分 申請完了又は必着

公述申出書

◆横浜市ホームページからダウンロード
◆縦覧場所（都市計画課）窓口で配布
◆閲覧場所（旭区役所区政推進課）窓口で配布

（緑区役所区政推進課）窓口で配布

＜公述の申出＞
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都市計画の内容について

横浜市 都市整備局 地域まちづくり課
（横浜市中区港町１－１ 市庁舎６階）

ＴＥＬ：０４５－６７１－２９３２

都市計画の手続について

横浜市 建築局 都市計画課
（横浜市中区相生町３－56－１ＫＤＸ横浜関内ビル14階）

ＴＥＬ：０４５－６７１－２６５７

＜問合せ先＞


